
地域医療構想に関する国の動きと県の対応について

資料３

今般の新型コロナウイルス感染症対応を踏まえ、国の「医療計画の見直し等に関する検討会」（R2.12.15）において、
「新型コロナウイルス感染症対応を踏まえた今後の医療提供体制の構築に向けた考え方」が取りまとめられた。

今後、国の通知等を踏まえ、改めて地域医療構想の進め方を検討していくことになるが、現時点で次のように対応して
いきたい。

（１）地域医療構想と感染拡大時の取組との関係
感染拡大時の短期的な医療需要には機動的に対応することを前提に、地域医療構想については、

将来の必要病床数の推計等の基本的な枠組みは維持しつつ、着実に取組を進めていく。

（２）地域医療構想の実現に向けた今後の取組
公立・公的医療機関等において、具体的対応方針の再検証等を踏まえ、着実に議論・取組を実施

するとともに、⺠間医療機関についても、改めて対応方針の策定を進め、地域医療構想調整会議の
議論を活性化。

（３）地域医療構想の実現に向けた今後の工程
新型コロナウイルス感染症対応の状況に配慮しつつ、都道府県とも協議を行い、この冬の

感染状況を見ながら、改めて具体的な工程の設定について検討する。

１ 国報告書の要旨

２．本県の対応（今後の進め方）
国の動向を注視しながら、また、新型コロナウイルス感染症などの新興感染症等の感染拡大した

際の医療提供体制への影響にも留意しつつ、引き続き、地域医療構想の実現に向け、調整会議で議論を
進めていくこととする。
具体的対応方針の再検証については、対象病院から示された方針を今回共有。今後示される工程を

踏まえ、必要に応じ見直し協議をしていく。
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